
〔スライド９〕
本資料は、小規模な飲食店等の事業者を対象
とした「HACCPに沿った衛生管理」を実施するた
めの実践資料となっています。

「HACCPに沿った衛生管理」をこれから導入す
る小規模な飲食店等の事業者の方は是非参
考にしてください。



〔スライド１０〕
このスライドは、前回（導入編）のおさらいと
なります。

小規模な飲食店等の事業者は、「HACCPに
沿った衛生管理」を、「HACCPに基づく衛生
管理」を弾力的に運用した「HACCPの考え
方を取り入れた衛生管理」により行うこととされ
ており、この方法は、１から３の方法により、
衛生管理を行うことができることを導入編で説
明しました。また、１から３は各業界団体が
作成した手引書を用いて行うこととなります。



〔スライド１１〕
食品関係団体が作成した「手引書」は、
厚生労働省のホームページに掲載されて
おり、無料でダウンロードできます。

まずは、厚生労働省のホームページから、
小規模な飲食店等の事業者の方を対象
とした、「HACCPの考え方を取り入れた衛
生管理のための手引書（小規模な一般
飲食店事業者向け）」をダウンロードしま
しょう。（既に手引書をお持ちの方は、お
手元にご用意ください。）

なお、ダウンロードできない場合は、大阪
市保健所各生活衛生監視事務所でも
配布しておりますので、お気軽にお問い合
わせください。



〔スライド1２〕
【１】衛生管理計画：一般的衛生管理編

今回は衛生管理計画の作成について紹介
します。
手引書３ページをご覧ください。
衛生管理計画は、一般的衛生管理と重要
管理ポイントの２つから構成されます。一般
的衛生管理では、どの食品に対しても行う
べき施設全体に関わる衛生管理のことを、
重要管理ポイントは、取り扱うメニュー毎に
行う衛生管理のことを指しており、それぞれに
ついて、衛生管理計画を作成する必要があ
ります。

このセッションでは一般的衛生管理について
説明をします。

手引書３ページをご参照ください

【２】衛生管理計画の作成



〔スライド1３〕
一般的衛生管理について、皆さん
にやっていただくことは、４ページにあ
る一般的衛生管理のポイントとして
押さえておくべき７つの管理項目を
ご自身のお店にあてはめて記入して
いただくことから始まります。

手引書４ページをご参照ください



〔スライド1４〕
次の5ページは記載例となります。
それぞれの管理項目について、

いつ、どのようにしているか、問題があっ
た時どのように対応するのか、

これらについて日頃実施している内容
に基づいて記載してください。

特に何もやっていないという方は、これ
を機会に例を参考にしながら方法を
決めましょう。

手引書４ページをご参照ください



〔スライド1５〕
５ページの記載例にならって、作成し
てみました。

①原材料の受入の確認
②庫内温度の確認（冷蔵庫・冷凍
庫）
③交差汚染・二次汚染の防止

何れにおいても、日頃皆さんが習慣
的に行っている方法があるはずです。

また、問題があったときの対応につい
ても、返品、交換、修理依頼など対
応の仕方がきまっているはずです。

具体的に記載することによりスタッフ
全員が同じ衛生管理を行えます。具
体的に記載していきましょう。

手引書４ページをご参照ください



〔スライド1６〕
続きまして、③－２器具等の
洗浄・消毒・殺菌、③－３ト
イレの洗浄・消毒についても、
記載例を参考に作成していき
ましょう。

トイレの洗浄・消毒の際に嘔
吐痕があった場合は、ノロウイ
ルスによる汚染の恐れがあるの
で、消毒を徹底するようにしま
しょう。

手引書４ページをご参照ください



〔スライド1７〕
続いて、④－１従業員の健康管
理等、④－２手洗いの実施につい
ても作成していきましょう。

特に従業員の健康管理や手洗い
は、食中毒予防の観点から非常に
重要なチェック項目となります。もし、
確認をしていなかったのであれば、こ
れを機会にチェックする体制を整え
ましょう。

手引書４ページをご参照ください



〔スライド1８〕
これで、一般的衛生管理について
の計画が作成できました。
意外に簡単に作成できたのではな
いでしょうか？

この作業を行うことによって、皆さん
が普段行っている衛生対策をマ
ニュアル化させ、見える化することが
できます。
見える化をさせ、形にしてみること
によって、今までできていなかったこ
とや、足りていなかったことに気づく
ことができます。
その部分を少しずつでも見直し、
補強していくことによって、よりよい
衛生管理が行えるようになっていき
ます。
また、自分以外の人が従事する場
合でもマニュアルに沿って同じ衛生
管理が行えることもメリットと言えま
す。



〔スライド1９〕
手引書の衛生管理計画は、基本
的な衛生管理の内容を網羅したう
えで作成されたものです。
手引書の内容を基本としつつ、皆
さんのお店で既にやっておられる内
容があれば加えて、お店独自の衛
生管理計画としていきましょう。

例えば、ねずみやゴキブリなどの昆
虫対策やゴミの取扱いなどです。是
非、追加してみてください。

一般的衛生管理のセッションは以
上となります。

手引書20ページをご参照ください



〔スライド２０〕
【１】衛生管理計画：重要管理ポ
イント編
続きまして、重要管理ポイントのセッ
ションとなります。

重要管理ポイントを考える前に、食品
で想定される危害要因（リスク）の例
と、それに対する管理方法をみてみま
しょう。

お店で取り扱う食品には、様々なリス
クがつきまといます。特にガラス片が混
入していたり、食中毒が起こっては大
変なこととになります。

これらのリスクは、表にある方法（加熱、
冷蔵冷凍保存、塩素系薬剤による消
毒、目視確認）、による衛生管理を
行うことで防ぐことができます。

すなわち、重要管理ポイントとは、特に
重大なリスクを排除するために必要な
管理方法のことを言います。



〔スライド２１〕
食中毒を例として考えてみましょう。
重要管理ポイントの衛生管理計画を作
成する前に、食中毒菌がどのような温度
帯で増殖して、リスクが大きくなるのかを考
えてみましょう。

食品は、冷凍・冷蔵・加熱・保温・冷却
など、調理の過程において様々な温度帯
を行き来しています。

その中には食中毒菌が特に増殖しやすい
温度帯があり、これを危険温度帯といいま
す。

危険温度帯では、食中毒菌が増殖しや
すく、食中毒のリスクが高くなります。

このため、この危険温度帯の通過時間を
いかに少なくするかがポイントとなります。

言い換えると、危険温度帯に留まる時間
が短くなるように、すばやく冷却するなどの
対応を行えば、食中毒（細菌性の食中
毒菌の増殖）を抑えることができるという
わけです。



〔スライド２２〕
重要管理ポイントの衛生管理計画を作成
するうえで必要となるのは、グループ分けです。

加熱するものとしないものでは食中毒等を予
防するうえでの考え方が違うからです。

衛生管理計画においては、以下の３つにグ
ループわけすることになります。

①加熱を要さない食品グループが第１グ
ループ
②加熱をして熱い状態で提供する食品グ
ループが第２グループ
③加熱後に冷却し提供前に再加熱する食
品グループ（加熱後に冷却してそのまま提
供するグループ）が第３グループ

まずはお店で取り扱っているメニューをグルー
プ毎に分類してみましょう。

手引書２１、２２ページをご参照ください



〔スライド２３〕
第１グループとして、非加熱のもの（冷蔵品を冷
たいまま提供）があります。

例えば、冷奴や大根おろし、自家製野菜スムー
ジーなどです。

これらは加熱工程がないため、チェック項目として、
提供直前まで冷蔵庫で保管したり、洗浄後素早
く調理したりすることが予防のポイントとなります。

お店で行っている内容を記載してみましょう。

手引書２３ページをご参照ください



〔スライド２４〕
次に第２グループとして、以下の２つがあり
ます。

加熱するもの
・冷蔵品を加熱し、熱いまま提供
・加熱した後、高温保管

これらを続けて分類していきましょう。

唐揚げやハンバーグなどは、何℃で何分揚
げ（焼い）たらしっかり中心部まで加熱でき
るなど、お店での取り決めがあると思います。
また、経験的にここまでの焼き色がついたな
ら大丈夫などを決めている場合もあると思い
ます。

これまでと同様にお店で行っている内容を記
載してみましょう。

普段実施していることなので、当たり前のこと
と思うかもしれませんが、これを書きだす作業
が、衛生管理の「見える化」につながり、衛
生管理を向上させる第一歩となります。

手引書２４、２５ページをご参照ください



〔スライド２５〕
どこまでをチェック項目としたらいいのか迷う
場合があります。

例えば、スライドにあるように、食品の見た
目や触感で管理をしている場合であっても
実際は中心部まで十分加熱されていない
場合があります。
これらに加えて、加熱する時の火力や加熱
時間なども併せて管理することで「しっかりと
した加熱」が行えます。

このような場合は、指標を複数設定して記
載するようにしましょう。



〔スライド２６〕
グループの３つ目は、以下の２つです。

・加熱後冷却し、再加熱するもの
・加熱後冷却するもの

加熱した食材を冷却する場合は、危険
温度帯（10～60℃）を通過します。こ
のため、食中毒菌の増殖を抑制するため
危険温度帯を通過する時間を最小限に
抑える必要があります。

カレーのように一度で大量に調理する食
品では、十分に加熱した後の冷却は難し
いかもしれません。

このような場合は、バットなど小さな容器
に小分けしたりして、速やかに冷却しましょ
う。

この点についても、普段お店で意識して
行っている衛生管理の方法があると思い
ますので書きだしてみましょう。
また、特に意識している点がなかったなど
の場合は、これを機会に方法を考え、
チェック項目として盛り込むようにしましょう。

手引書２６ページをご参照ください



〔スライド２７〕
グループ分けについて、説明してきましたが、

異なるグループの食品を組み合わせて提供
するメニューの場合は、どうすればいいのか、
と迷うかもしれません。
カツカレーを例にとると、ライスとカツは第２グ
ループ、カレールーは第３グループになります。
このように分解して考えると何れかのグループ
に分類できます。

手引書２７ページをご参照ください



〔スライド２８〕
【２】実施と記録

実施と記録は、毎日実施しなければなりません。

「記録」はお店が実施している衛生管理内容を
裏付ける証拠です。

衛生管理計画を定め、計画に基づく衛生管理を
実施していたとしても、記録がなければ、HACCP
に沿った衛生管理は行っていなかったもの、とみな
されてしまいます。

実施するだけでなく、スタッフ全員で記録の習慣
付けをして、毎日決まったタイミングで正確に記録
するようにしましょう。

【２】実施と記録



〔スライド２９〕
手引書３０～３３ページをご参照くださ
い。

衛生管理計画（一般的衛生管理）に
ついて実施した内容の記録を、管理項目
毎に、毎日記録していきましょう。

各管理項目毎で計画通りに実施できた
のなら良に〇を、実施できなかったのなら
否に〇をつけ、否に〇をつけた場合は、
特記事項にできなかった理由と措置を記
載しましょう。

手引書３０～３３ページをご参照ください



手引書４４、４５ページをご参照ください

〔スライド３０〕
重要管理の実施記録についても、一般的衛生管
理の実施記録とやり方は同じです。

衛生管理計画（重要管理項目）の計画内容に
基づき実施した記録を、グループ毎で毎日記録し
ていきましょう。

各グループ毎で計画通りに実施できたのなら良に
〇を、実施できなかったのなら否に〇をつけ、否に
〇をつけた場合は、特記事項にできなかった理由
と措置を記載しましょう。



〔スライド３１〕
衛生管理計画に基づいた実施記録は、最低１年
間（小規模な飲食店等の事業者の場合）は保
管しておきましょう。

その他の業種の方は、業種毎に応じた期間（手
引書に記載されているならその保管期間、手引書
に記載がない場合は、その業種で保管すべき合理
的（製造販売後、流通する製品の賞味期限以
上等）な期間。）保管するようにしましょう。

手引書３４ページをご参照ください



【３】検証（見直し）

〔スライド３２〕
最後は、検証です。

計画を作成し、計画に基づき記録をしていくう
ちに、不足点がみつかったり、やりにくいなと違
和感を感じたりすることがでてきます。また、メ
ニューの変更があったりすることもあるかと思いま
す。

衛生管理計画は、作成して終わりではありま
せん。

衛生管理を行ううえでの第一歩と考え、定期
的に改善して計画や記録の方法も見直し、
最適化をしていきましょう。

手引書３４ページをご参照ください



〔スライド３３〕
ここまで、手引書を元に説明をさせていた
だきました。

大阪市では衛生管理計画と記録ができ
る様式「食品衛生管理ファイル」を用意し
ています。

衛生管理計画の作成、実施と記録は、こ
のファイル1冊で簡潔に行っていただくことも
できますので、是非ご活用ください。



HACCPについてのQ＆A
〔スライド３４〕
HACCPに沿った衛生管理について、説明し
てきました。これからは作成した衛生管理計
画に基づいて実施と記録を行っていくこととな
ります。

HACCPに沿った衛生管理において、よくある
質問を掲載しておきます。



HACCPについてのQ＆A
〔スライド３５〕



HACCPについてのQ＆A
〔スライド３６〕



HACCPについてのQ＆A
〔スライド３７〕



HACCPについてのQ＆A
〔スライド３８〕



〔スライド３９〕
HACCPに沿った衛生管理の説明は以上
となります。

本内容について、不明な点がある場合は
上記の保健所生活衛生監視事務所ま
でご連絡ください。


